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農地の転用の許可にあたっては、下記法律及び通達に基づき審査している。 
 
・農地法第４条第６項 
・農地法施行令第４条、第５条、第６条、第７条、第８条、第８条の２ 
・農地法施行規則第２９条～第４７条の３ 
 
 
・農地法関係事務に係る処理基準について（平成１２．６．１付け１２構改Ｂ第４０４号 事務次官通知） 
   第６ 法第４条関係 
 
・「農地法の運用について」の制定について（平成２１．１２．１１付け２１経営第４５３０号・２１農振第１５９８号  

農林水産省経営局長・農林水産省農村振興局長通知） 
   第２の１ 法第４条第６項関係 
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